
食料安全保障の強化に向けた
ＪＡグループの取り組み

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ １ 日
全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会
農 政 部 長 生 部 誠 治



1. 生産資材価格の推移等
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【主な農業生産資材の農業物価指数の推移】

◎ コロナ禍によるサプライチェーンの混乱等により、食料生産に不可欠な燃油や肥料、

飼料等の価格が高騰するとともに、一部生産資材の輸入遅延・不足が発生。

◎ 肥料をはじめとする資材の高騰は、営農継続が危ぶまれるほどの甚大な影響を

農業経営に及ぼしており、今後も生産資材の不足と高止まりが続く恐れ。
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2.生産資材高騰対策等の実現に向けたＪＡグループの取り組み

2

① ＪＡ全中は、７月２１日、「生産資材高騰対策にかかる緊急要請」及び「令和５年度農業関
係予算に関する要請」を決定。

② 肥料価格高騰対策の創設をはじめ、ＪＡグループの考えを対策・予算等に十分反映する
ため、翌２２日に緊急全国大会の開催、金子農林水産大臣（当時）、与党への要請などの
農政運動を強力に展開。

③ 生産資材高騰に対し、ＪＡでは独自の支援策を実施しているほか、全国段階でも以下の
支援策を実施。

１．肥料高騰対策
➢来年の春肥を含め、事務負担に配慮した万全な肥料価格高騰対策の仕組みの創設が必要

➢従来から行われてきた肥料低減の努力を評価し、現場実態を十分ふまえた対応が必要

➢「みどりの食料システム戦略」では2030年までに肥料を2割削減するという目標を掲げるなか、

いきなり2割削減を前提とした制度ではハードルが高い

２．飼料高騰対策
➢配合飼料価格安定制度の異常補塡基金への積み増しの措置・運用改善が必要

３．地方創生臨時交付金など地方公共団体が実施する支援の後押し

➢地域実態に応じた支援の拡充・横展開に向けた地方創生臨時交付金の拡充が必要

生産資材高騰対策にかかる中家全中会長要請 要旨

【生産資材高騰対策等基本農政確立緊急大会の模様】【金子農水大臣(当時)への要請】【自民党農林部会等合同会議
での団体要請の模様】

≪全農≫
・ 肥料コスト抑制実証圃の設置への助成、国内資源の有
効活用、ＩＣＴ技術の普及などによる作業効率の推進 等

≪全共連≫
・ 共済掛金払込猶予期間の延長及び共済証書貸付の金
利免除

≪農林中金≫
・ 災害緊急特別対策利子補給、新型コロナ対策保証料
助成

全国連の生産資材高騰にかかる支援策



【事業の内容】

3．肥料価格高騰対策事業 概要

【取組メニューの例】

・ 土壌診断による施肥設計
・ 生育診断による施肥設計
・ 堆肥の利用、下水汚泥の利用など国内資源の利用
・ 有機質肥料の利用
・ 緑肥作物の利用
・ 局所施肥（側条施肥、ドローンの活用等）の利用
・ 地域特認技術（都道府県協議会が認める技術）の利用

【支援金算定式】
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【支援金算定イメージ】

P’

（価格）
P

Q’Q

今年の肥料費

昨年の肥料費

①‘

（利用量）

１.７倍？

低減率１割

②‘農業物価統計
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① ② ×０．７＝助成額―（ ）



４．飼料価格高騰緊急対策事業（9月15日 自民党総合政策調査会等合同会議 抜粋）
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５.経済対策、食料・農業・農村基本法の検証・見直し

＜記者会見＞（９月８日）

• 食料品について、輸入小麦の政府売渡価格を１０月以降も据え置き、秋以降のパンや麺などの値上が
りを抑える。さらに、配合飼料の価格についても、畜産農家が支払う飼料代負担を、１０月からの第３四
半期も、現在と同程度の水準に据え置くよう支援を拡充し、卵、牛肉、また豚肉、こうした価格への影響
を軽減する

• 電気・ガス等のエネルギーや食料品等の価格高騰に苦しむ生活者、また事業者の方々に対して、地域
の実情に応じた支援をお届けするため、地方創生臨時交付金について、６，０００億円の新たな交付金
を設けて、価格高騰への支援を重点的に進める

• 足下の対策を講じた上で、この秋には総合経済対策を策定する。閣僚への具体的な柱建ての指示は改
めて行う。与党とも連携して、物価高騰など経済情勢の変化に切れ目なく対応しつつ、新しい資本主義
を前に進め、国民の安心・安全を確保するための施策を、１０月中に取りまとめる

• １０月中の総合経済対策の取りまとめに向けて、今後与党とも連携しながら検討を進めていきたい。対
策を取りまとめた後、その内容を踏まえて、しかるべき時期に補正予算の編成について検討していきた
い。こうしたスケジュール感の中で、臨時国会の開催時期についても、よく与党等とも協議した上で確定
していきたい

＜食料安定供給・農林水産業基盤強化本部＞（９月９日）

• スマート農林水産業、農林水産物・食品の輸出促進、そして農林水産業のグリーン化、食料安全保障の強
化、これらを農林水産政策の４本柱として、社会課題を成長のエンジンに転換し、社会課題を解決しつつ、
食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長を推進していくという方針の下、農林水産政策を大
きく転換していく

• このため、全ての農政の根幹である食料・農業・農村基本法について、制定後約２０年間で初めての法改
正を見据え、関係閣僚連携の下、総合的な検証を行い、見直しを進める

＜記者会見＞（９月９日）

• 農林水産省に私を本部長とする食料安定供給基盤強化本部を設置し、食料・農業・農村基本法の検証を
行い、見直しに向けた検討を進めていくよう指示した。農林水産省としては、食料・農業・農村基本法が今
日的課題に応え、将来を見据えたものとなるよう、検証、見直しにしっかりと取り組んでまいりたい

• いつの国会に出すのかということは、なかなか今の段階で言えないが、とにかく1年ぐらいはかけて検証、
そして方向性を見出していこうという考え。国民的コンセンサスを得るためには、いろんな各界各層の御意
見をいただくということであり、丁寧に進めていく



① 食料生産に不可欠な人・農地・技術・生産資材等の安定確保や生産基盤の一層の強化等により、将来にわたる食
料の安定供給を確保するため、食料・農業・農村基本法の検証・見直しを含め、食料安全保障の強化にかかる基本
政策を確立すること。

② また、その実現に必要となる法律・予算・税制・規制等について、着手すべきものから早急に具体化するとともに、
農林水産関係予算全体の増額を含め、食料安全保障の強化に向けた思い切った大胆な施策を講じること。

＜食料安全保障の特性＞

基本法制定時（平成11年）と比較して、食料安全保障
をとりまく環境・情勢は大きく変化

➡将来も見据え、幅広い視点で、わが国の食料安全保障
の強化に向けた思い切った対策を講じる必要

危機感が醸成され
づらい食環境

○ 生産資材の高騰や輸入食料品の値上げ、コロナ禍に
よる物流の混乱など、食料の安定供給にかかるリスク
が、今まさに現実のものになりつつある状況。

○ 緊迫するウクライナ情勢等により、今後さらにその
リスクが拡大する恐れ。

食料生産の再生には
長期間を要する

一極集中など
農業との関わり

の希薄化

少しずつ
下がる自給率

飽食時代

輸入食品増大

＜人と農地の状況＞

平成12年
（2000年）

令和２年
（2020年）

20年間
の変化

基幹的農業従事者数 240万人 136万人 ▲104万人

農地面積 483万ha 437万ha ▲46万ha

生産基盤の弱体化は確実に進展

半年後

複数年

【マスクなど工業製品】

【農畜産物（輸入に頼れない場合）】
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6．食料安全保障にかかる基本政策の確立



◆国内農業生産の増大
・輸入依存度の高い小麦、大豆、飼料用とうもろこしなどの思い切った増産対策
・中小・家族経営を含む多様な担い手の育成・確保
・圃場整備・土地改良、技術開発等の一層の加速化

◆米粉の利活用拡大など、食品産業における国産の利用拡大・切替の強力な推進

◆生産資材の安定供給体制の確立、輸入依存からの脱却
・国内資源の有効活用等に向けた抜本的な体制整備、施策の拡充
・価格高騰に備えた影響緩和対策、備蓄体制の整備

◆環境調和型農業の推進、多面的機能の再評価

◆国民理解の醸成・行動変容、再生産が可能となる適切な価格形成の実現

◆農地の適正利用の強化

◆農村の振興や条件不利地域への支援拡充

◆適切な食料の輸入・輸出・備蓄

◆災害等への対応強化、行政・関係団体の取組強化 など

上記について、基本法の見直しも含め、国民を広く巻き込んだ議論が必要
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7．食料安全保障の強化に向けた主な検討の視点



① 自民党は２月に「食料安全保障に関する検討会（委員長：森山総合農林戦略調査会
特任顧問）を設置

② 同委員会は、これまでのヒアリングや経済対策の動向を踏まえ、５月19日に「食料安
全保障の強化に向けた提言（中間とりまとめ）（案）を決定。

③ 同提言は、「食料安全保障の強化」に向け、緊急で実施すべき事項等を盛り込んだ
「食料安全保障予算の確保」、中長期の課題等を盛り込んだ「食料・農業・農村基本法
の見直し」を２つを柱とし、「数十年先を見据えた食料・農林水産政策の確立」をすべきと
して、５月24日の自民党政調審議会で決定。

④ 同提言をふまえ、６月７日に閣議決定された骨太方針・新しい資本主義実行計画等に
「食料安全保障の強化」が大きく位置づけられた。

⑤ 生産資材高騰対策は、「物価・賃金・生活総合対策本部」で検討がすすめられ、７月
29日には、令和４年度コロナ等対策予備費を活用し、「肥料価格高騰対策事業（788億
円）」の措置を閣議決定。

⑥ 「食料安全保障の強化に向けた対策」の経費については、「防災・減災、国土強靭化
対策」、「TPP大綱をふまえた対策」と併せて、今後の予算編成過程で検討。
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8．食料安全保障の検討動向



⚫ コロナ・ウクライナ情勢により顕在化した食料安定供給のリスクにより、局面が変わり、カーボンニュートラルとあわせ、『食料安全
保障の強化』は、「国家の喫緊かつ最重要課題」

⚫ 我が国の食料安全保障の強化に向けて、４月決定の「総合緊急対策」を第１弾とし、第２弾として、既存の通常予算・ＴＰＰ予算とと
もに、思い切った「食料安全保障予算」を新たに確保し、農林水産関係予算の拡充と再構築を図る必要

⚫ 幅広い観点から「食料・農業・農村基本法の検証・見直し」を行い、「数十年先を見据えた食料・農林水産政策」を確立すべき

基本的な考え方

「食料安全保障予算」
（既存の予算とともに、十分かつ継続的に確保）

食料・農業・農村基本法の見直しを含む
「中長期的な検討課題」

思い切った対策を速やかに実施

１． 価格高騰対策、肥料の安定確保体制の構築、国内資源の有
効活用

２． 輸入依存穀物（小麦・大豆・トウモロコシなど）の増産、備蓄強
化

３． 米粉の増産・米粉製品の開発、食品産業の国産原料への切
替促進等

４． みどりの食料システム戦略（カーボンニュートラル）の推進
５． 食料安全保障に資する中山間地域等の振興
６． 産地・食品産業が一体となった輸出促進

７． カーボンニュートラルの実践に向けた森林・林業・木材産業の
振興

８． 資源管理の着実な実施に向けた水産業の振興

【食料安全保障予算の更なる充実】
（１） 生産資材の安定確保
（２） 国内農業生産の拡大・国産農林水産物の利用拡大
（３） みどりの食料システム戦略（カーボンニュートラル）の推進

（４） 国産水産物の漁獲量の増大等に向けた水産業・漁村への支
援施策の強化

【幅広い食料・農林水産業施策の検証・検討】
（１） 農業人材の持続的な確保
（２） 農地の適正利用の徹底・強化
（３） 国民理解の醸成、フードシステム・価格形成

（４） 中山間地等条件不利地域への支援施策の強化、農村の活
性化

（５） 研究開発、技術実装の加速化
（６） 国土強靭化の継続・強化

【食料安全保障の強化に向けた施策の推進方策】
（１） 地方自治体や関係団体の取組・連携の強化
（２） 食料自給率・自給力目標のあり方 など一般予算 TPP等関連予算

「食料安全保障の強化」「数十年先を見据えた食料・農林水産政策」の確立

9. 食料安全保障の強化に向けた提言（中間とりまとめ）(令和４年５月19日)
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１ 骨太方針（経済財政運営と改革の基本方針（2022））（６月７日閣議決定）

○ 農業関係では、「食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進」が
単独の項目として、「外交・安全保障の強化」「経済安全保障の強化」「エネルギー安
全保障の強化」などと並び、大きく位置付けられた。

２ 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（６月７日閣議決定）

○ 農業関係では、「食料安全保障の確立に向けた、みどりの食料システム戦略など農
林水産業の振興」の項目のもと、肥料・飼料の安定的な調達を含めた対策の構築等
の検討を進める旨が記載。みどりの食料システム、輸出拡大、スマート農業の内容が
盛り込まれた。

３ デジタル田園都市国家構想基本方針（６月１日構想実現会議とりまとめ）

○ 農業分野では、「農林水産業・食品産業の成長産業化」として、スマート農業の推進、
「デジ活」中山間地域を選定・取組を後押し、デジタル人材の育成などが盛り込まれた。
年内を目途に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、「デジタル田園都
市国家構想総合戦略」として策定予定。

４ 自民党参議院選挙公約（６月９日臨時総務会決定）

○ 農業関係では、『「農林水産業」を成長産業化し、食料安全保障を確立する』の項目
のもと、食料自給率・食料自給力の向上に努めるとともに、食料安全保障関連予算を
確保する旨や生産資材の価格高騰対策の実施などが盛り込まれた。
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10．骨太方針・新しい資本主義実行計画等
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11．令和５年度農林水産関係概算要求

要求額 当初予算額 補正予算額
うちTPP
関連対策

平成29年度 26,350 23,071 4,680 3,170

平成30年度 26,525 23,021 974(1次)+5,027（２次） 3,188

平成31年度
（令和元年度）

27,269 23,108 5,849 3,250

令和２年度 27,307 23,109 5,448(1次)+658（２次）+10,519（３次） 3,220

令和３年度 27,734 23,050 8,795 3,200

令和４年度 26,842 22,777 ？ ？

令和５年度 26,808 ？ ？ ？

【農林水産関係予算額の推移】

◎ 令和５年度農林水産関係概算要求について、８月24日開催の自民党農林部会等

合同会議で、26,808億円（令和4年度当初予算比＋4,031億円）とすることを了承。

◎ 食料安全保障の強化に向けた対応に係る経費については、事項要求とし、予算編成

過程で検討。



１．食料安全保障の強化に向けた大胆な対策の拡充・強化
（１）食料安全保障の強化に向けた基本政策の確立と予算の拡充
➢基本法の検証・見直しを含む食料安全保障の強化にかかる基本政策の確立
➢新たに「食料安全保障予算」の確保、農林水産関係予算全体の増額

（２）生産資材の価格高騰をふまえた緊急対策の創設等と安定供給体制の確立
➢万全な肥料価格高騰対策の仕組みの具体化、飼料や燃料のセーフティネット対策の安定運営・改善
➢国内代替原料の利用拡大、たい肥センター・ペレット工場などの関連施設整備、流通・保管への支援の拡充

（３）輸入依存穀物の増産・米粉等利活用の強力な推進
➢小麦、大豆、飼料用とうもろこしなどの増産、米粉の利用拡大・輸入原材料からの切替等を行う食品産業等への手厚い支援

（４）国民理解醸成および適切な価格形成の実現
➢国民理解の醸成に向けた国民運動の展開・強化、再生産に配慮された適切な価格形成の実現に向けた仕組みの構築

（５）影響の長期化をふまえた新型コロナウイルス関連対策の継続
➢コロナの影響で価格低迷や在庫増加が生じている品目への機動的かつ万全な対策の実施

２．みどりの食料システム戦略もふまえた環境調和型農業の推進
➢環境負荷軽減に必要な機械・設備等への支援、低コスト化等に向けた支援の拡充、環境保全型農業直接支払交付金の拡充
➢耕畜連携の強化による堆肥利用の促進や広域的な流通に対する支援の抜本的拡充等

３．地域の話し合いによる将来を見据えた活力ある産地づくりの推進
➢多様な担い手の育成・確保等、農地の維持や集積・集約化の加速化、日本型直接支払の拡充
➢スマート農機等の低コスト化、農村RMOの育成等に対する支援の拡充

４．国産農畜産物の輸出・需要拡大の促進等

５．品目別対策（水田・畑作農業、畜産・酪農、青果、甘味資源）
➢水田・畑作農業対策の抜本的拡充、作付転換にかかる必要な予算の恒久的確保、畑作物の本作化・生産拡大への十分な支援の確保、
生産現場に合わせたゲタ対策の着実な実施

➢畜産クラスター事業や増頭奨励金、産地生産基盤パワーアップ事業、強い農業づくり総合支援交付金等の十分な必要な予算の確保
➢野菜価格安定制度と収入保険の同時利用の恒久化に向けた拡充

６．災害・感染症等に強い農業づくり対策（復旧・復興対策、家畜防疫・病害虫対策、衛生管理対策等）
12

参考 令和５年度農業関係予算に関する要請のポイント（7月21日決定）



「JAグループ広報
戦略」にもとづくJA
グループ一体と
なった情報発信の

強化

✓国消国産の意義等に関する国民理解の醸成：国消国産の意義の発信とその浸透、わかりやすく自分ごと化を
促し、一層関心がわくような訴求内容・手段の選択

✓ 「なくてはならない・必要とされるJA」という信頼と共感づくり：「食」「農」「地域」と不断の自己改革によりこれら
を支える「JA」の情報発信、「SDGs取組方針」
にもとづく取り組みの発信、広報誌やホームペー
ジ等の活用

✓広報戦略にもとづく、JAグループ一体となった情報発信：「JAグループ広報戦略」にもとづく広報戦略の策定・
見直し、パブリシティ・PR事業の連携強化、JAグ
ループ統一広報の展開

✓訴求対象の重点化：子育て世代の女性、次代を担う若年層

✓広報戦略に合致した広報手段の選定： 「訴求内容」「訴求対象」の設定と、それに合わせた「手段」の選定、
パブリシティ、トップ広報、SNS等のデジタル技術活用の実践拡大、
みんなのよい食プロジェクトの再認識と活用

「食」「農」「地域」
とこれらを支える「
JA」にかかる国民
理解の醸成
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12．「食」「農」「地域」「JA」にかかる国民理解の醸成

○ 「食」 と「農」、「地域」 と不断の自己改革によりこれらを支える 「JA」の情報発信強化による、組合員・地域住民の信頼と
共感づくりにに取り組む。特に、「国消国産」の意義等に関する国民理解醸成を通じた、消費者による国産農畜産物選択へ
の行動変容をめざす

○ そのため、JAグループ広報戦略をもとに一体感をもった効果的・効率的な情報発信を実施

中長期（10年）の取り組みの基本的方向

３カ年の具体的な取り組み分野



背景

〇生産資材価格の高騰
〇営農継続が危ぶまれる
ほどの甚大な影響

〇国産農畜産物の安定供
給に支障をきたしかね
ない危機的な状況

政策的支援

→「食料安全保障の強化」を政府
方針、与党公約等に位置付け

→予備費による肥料価格高騰対策
（788億円）閣議決定

JAグループ独自
の事業支援策 全農

共済
連

農林
中金

・肥料コスト抑制実証圃の設置への
助成

・国内資源の有効活用

・共済掛金払込猶予期間の延長
・共済証書貸付の金利免除

・災害緊急特別対策利子補給
・新型コロナウイルス対策保証料助

成

国民理解醸成
に向けた

全国的な取り組み

令和4年度10月
「国消国産月間」の実施

組織内から求められる取り組み

＜食料安全保障の特性＞

危機感が醸成され
づらい食環境

食料生産の再生には
長期間を要する

一極集中など
農業との関わり

の希薄化

少しずつ
下がる自給率

飽食時代

輸入食品増大

半年後

複数年

【マスクなど工業製品】

【農畜産物（輸入に頼れない場合）】

〇食料安全保障の強化
〇再生産可能な適切な価格形成

→喫緊の課題であり、中長期的に
取り組む必要がある。境

今、取り組むべき理由

JA

組合員に対して
・供給価格の値引き
・手数料の減額
・化学肥料の使用量低減取組支援

地域毎に創意工夫ある支援を展開

政策提案・要請の実施
・5月13日 食料・農業・
地域政策推進全国大会

・7月22日 生産資材高騰
対策等基本農政確立緊急
全国大会

・県域におけるJAグループ
の取り組み支援策等の調
査・共有

・全国連による支援策の要
請・実施
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13．国民理解醸成に向けたＪＡグループの取り組み
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（参考）国民理解醸成の強化に向けた具体策の展開（全体イメージ）

１．みんなの食料安保！１万人シンポジウム（仮称）
①日時：10月（日程調整中）
②場所・規模：都内、実出席500名規模＋ウェブ参加者などにより総数1万人を想定
③参集範囲：消費者、JAグループ、協同組合連携を基本に多様な団体による参画
④登壇者(イメージ)：農林水産業および消費者団体の代表者、識者、学生などを想定

【配布資材の制作・展開イメージ】
・林修先生と連携し、「食料安全保障」の学習資材を制作、消費者向け展開

２．「10.16 国消国産の日」 1000万人キャンペーン！
①日時場所：10月16日(日)を中心に前後一週間、47都道府県

②ターゲット：「子育て世代女性層」「若年層」「准組合員」等
③手法・対象
・街頭（100万人）：全中・全国連（都内）、県中・県連（各都道府県） ・准組合員（600万人）：JA広報誌等
・雑誌・新聞・ウェブ・SNS（300万人）：家の光発行物・日本農業新聞・JA       ・SNSに掲載

※若年層の関心を高めるため、街頭キャンペーンとあわせてトラクターパレードを実施し、SNS等を通じた情報発信を検討

【配布資材の制作・展開イメージ】
・林修先生と連携し、「国消国産」の学習資材を制作 ※行動変容（国産農畜産物の購入）を促す仕組みを検討

み
ん
な
の
食
料
安
保
Ｗ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ
ｋ
！

「子育て世代女性層」向け施策
１．消費者の行動変容に繋げるための直売所を起点

としたキャンペーン
①時期：10月１日～31日
②場所：全国の直売所約1,700店舗
③特徴：人気料理研究家のコウケンテツ氏とタイアップ

し、「国消国産」をより身近の行動変容（国産
農畜産物の購入）に繋げるため、子育て世代女
性層を意識し、直売所に訪れていただくキャン
ペーンをJAグループ各組織が統一的に展開

２．みんなのよい食プロジェクトを活用し、「国消国産」
の意義等について、わかりやすく自分ゴト化するため
の資材を活用した展開

・イベント等での活用を念頭に、リーフレットや「食」
の場面で活用可能な10種類の資
材を特別価格で提供

「若年層」向け施策
・乃木坂46を活用し、「国消国産」の意義等に関心を持っ
てもらうための資材を活用した展開

①特徴：「国消国産月間」を念頭に、話題性が高まるよう
全て新ビジュアルにて制作し、特設ウェブサイト等
への誘因。JAグループ各組織がイベント等で活用

②制作資材：ポスター、広告原稿、学習用資材、CM素材等
③提供時期：８月末以降、順次

「Z世代」向け施策【農水省・ニッポンフードシフトと連携】
①時期：10月29～30日
②場所：東京（六本木ヒルズ）
③特徴：ニッポンフードシフト東京フェスに

中家全中会長がトークセッションに出演するなど、
政府の国民運動と連携

※上記イベントとあわせ、森ビルと連携したレストランフェア「六
本木ヒルズ×JAグループ 和牛祭」（国消国産メニューを提供）
を10月14日～11月6日にかけ実施

※Z世代とは、1990年半ば～2010年代初頭に生まれた世代を指す。

「
国
消
国
産
」
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ
統
一
運
動

令
和

４
年

月

「
国
消
国
産
月
間
」
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＜配布資材イメージ＞
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参考② 国民理解醸成に向けた学習資材（イメージ）


